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１ 個別施設計画策定の趣旨及び概要 

（１）策定の趣旨 

国においては、2013（平成25）年11月に「インフラ長寿命化基本計画」（イ

ンフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）が策定され、地方公

共団体においてもインフラ長寿命化計画（行動計画）・個別施設ごとの長寿命

化計画（個別施設計画）を策定することが期待される中、本市においては、2017

（平成29）年3月、地方公共団体のインフラ長寿命化計画（行動計画）である

「都城市公共施設等総合管理計画（以下、「総合管理計画」）」を策定しまし

た。 

今後、総合管理計画等に基づき、駐車・駐輪施設について施設の状況等を分

析し、自動車等を利用する市民の利便を図り、地域経済の振興に資するため、

個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）を策定するものです。 

なお、本計画は、総合管理計画における施設類型及び個別施設ごとの適正化

計画として位置付けます。 

 

（２）概要 

本計画は、「総合管理計画第3章3-2-3類型別方針(12)駐車・駐輪施設」の

方向性に沿いつつ、個別施設の整備に関して今後具体的に推進するための計

画を示すものです。 

 

（３）計画期間 

計画期間は、2026（令和8）年度から2030（令和12）年度※までの5年間を第2期と

します。 

なお、社会情勢の変化、財政状況等を踏まえ、5年ごとに計画の改訂を行いま

す。また、見直しの必要が生じた際は、適宜見直しを行います。 

※維持更新費用は、総合管理計画の計画期間に合わせ2017（平成29）年度から

2046（令和28）年度までの30年間とします。 
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２ 施設の現況と課題 

（１）施設の役割 

駐車・駐輪施設は、道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するとともに、

都市の機能の維持及び増進に寄与する施設です。特に下記の 2 施設は、中心

市街地中核施設の来館者、又は来場する者の利用に供することが多く、中心市

街地の賑わい空間を創出することに寄与しています。 

 

（２）施設の一覧 

① 施設の現況一覧（2026（令和 8）年 3月末現在） 

駐車・駐輪施設数は、2 施設で床面積は合計で 15,679 ㎡となっています。 

 施設名称 所在地 建築年度 構造 敷地面積 床面積 

① 
中央地区立体 

自動車駐車場 

都城市蔵原町 

11 街区 20 号 
平成 17年度 鉄骨造 4,461 ㎡ 9,772 ㎡ 

② 

中心市街地中

核施設附帯駐

車場 

都城市中町 

15 街区 16 号 
平成 14年度 鉄骨造 1,678 ㎡ 5,907 ㎡ 

総  計  15,679 ㎡ 

 

② 施設の配置状況 

都城市内の駐車・駐輪施設の配置状況は次の位置図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） し 

① 0

し 

中央地区立体自動車駐車場 
中心市街地中核施設附帯駐車場 ② 0

し 
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（３）施設の管理等 

事故等の重大な問題発生の回避、修繕や更新等の必要性の判断のために、

劣化調査のほか、職員による自主点検を定期的に実施します。自主点検は、

建物の日常的な自主点検や定期点検の内容などを取りまとめた「都城市公共

建築物保全ガイドブック」により施設所管課において実施します。 

（４）施設の課題 

中央地区立体自動車駐車場は隣接する大型商業施設の相次ぐ閉店の影響を受

け、2010（平成 22）年度後半から一般利用台数が大幅に減少しましたが、中核

施設 Mallmall、民間複合施設 TERRASTAの整備による影響や交流プラザにおける

計画的な企画事業の実施によって安定した利用台数を確保しています。一方、ウ

エルネス交流プラザともに建築から 20年以上経過しており、経年劣化に伴う修

繕箇所が年々増えてきており、維持管理に係るコスト増と施設劣化に伴うサー

ビス低下が今後の懸案事項となっています。 

 

３ 施設整備方針 

（１）今後の施設整備の考え方 

行政サービスの効率的・効果的な提供、市民ニーズへの対応、利用者数な

どの観点を総合的に勘案しながら、計画的な修繕・改修を行い、多様な人々

が利用しやすい環境を提供します。 

耐用年数到来時に、集約化・複合化・譲渡・廃止の可能性や立地適正化計

画などと整合性を取りながら、人口推計に対応した適正な面積について、検

討を開始します。 

ただし、耐用年数到来前であっても、老朽化等により建替えの時期を迎え

る場合、又、施設の利用状況や周辺環境・社会情勢の変化が生じた場合等に

方針の検討を開始します。 

（２）個別施設方針 

NO 施設名称 今後の方針（2026（R8）～2030（R12）） 

H29～R28 

維持更新費用 

(単位:百万

円) 

① 
中央地区立体 

自動車駐車場 

中核施設を利用する市民への行政サービスを提供す

る上で駐車場としての機能の中心的役割を担ってい

るため、現状維持とする。 

経年劣化に伴う施設及び設備については、継続的な

点検・修繕を実施していく。 1,718 

② 

中心市街地中

核施設附帯駐

車場 

中核施設を利用する市民への行政サービスを提供す

る上で駐車場としての機能の中心的役割を担ってい

るため、現状維持とする。 1,340 
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※今後の方針欄で「現状維持」としている施設は、計画期間内であっても、周辺

環境・社会情勢の変化が生じた場合等に、方針転換をすることがあります。 

※維持更新費用について 

各施設の施設類型や延床面積、階数に応じて、部位・部材及びその数量を推定

した単価により、修繕、大規模改修、建替えの周期を順に 15年、30年、60年と

して推計している。また、設計委託費、外構工事費、用地補償費、解体費等は含

まない。ただし、床面積が 100㎡未満の建物については、修繕及び大規模改修を

行わず、建替えのみで推計している。 


